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 建設海岸における占用許可の取消し、行為中止の命令等 
 
  海岸法第７条第１項、第３７条の４又は第８条第１項の許可を受けた者に対し、下記に掲げる事由が生じたときには、海岸法第１２

条第１項に規定する処分、又は同項に規定する必要な措置を命じる。 
  

① 海岸保全施設に関する工事のためやむを得ない必要が生じたとき 
② 海岸の保全上著しい支障が生じたとき 
③ 海岸の保全上の理由以外の理由に基く公益上やむを得ない必要が生じたとき 
 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 １ 聴聞の実施 
２ 弁明の機会の付与 
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